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訓 令

北海道訓令第７号

本 庁
出 先 機 関

北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成２１年６月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令

北海道事務決裁規程（昭和４１年北海道訓令第３号）の一部を次のように改正する。
別表第４の支庁の本庁建設部の分掌事項中第１６項を第１７項とし、第１３項から第１５項までを
１項ずつ繰り下げ、第１２項の次に次の１項を加える。
１３ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）の施行に関する事務

（建築基準法施行細則第４条第１項各号に掲げる建築物以外の建築物の建築について第
６条第２項の申出がされた場合における同条第１項の認定に係るものを除く。）
� 第６条第１項（第８条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、長
期優良住宅建築等計画の認定をすること。

� 第６条第３項（第８条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、長
期優良住宅建築等計画を建築主事に通知すること。

� 第７条（第８条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、長期優良
住宅建築等計画の認定をした旨を通知すること。

� 第１０条の規定に基づき、計画の認定に基づく地位の承継を承認すること。
� 第１２条の規定に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について報告
を求めること。

� 第１３条第１項又は第２項の規定に基づき、改善に必要な措置を命ずること。
� 第１４条第１項の規定に基づき、計画の認定を取り消すこと。
� 第１４条第２項の規定に基づき、計画の認定を取り消した旨を通知すること。
� 第１５条の規定に基づき、必要な助言及び指導を行うこと。
別表第４の土木現業所の事項中第３５項を第３６項とし、第３１項から第３４項までを１項ずつ繰
り下げ、第３０項の次に次の１項を加える。
３１ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関する事務（建築基準法施行細則第
４条第１項各号に掲げる建築物以外の建築物の建築について第６条第２項の申出がされ
た場合における同条第１項の認定に係るものを除く。）（支庁長の権限とされているも
のを除く。）
� 第６条第１項（第８条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、長
期優良住宅建築等計画の認定をすること。

� 第６条第３項（第８条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、長
期優良住宅建築等計画を建築主事に通知すること。

� 第７条（第８条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、長期優良
住宅建築等計画の認定をした旨を通知すること。

� 第１０条の規定に基づき、計画の認定に基づく地位の承継を承認すること。
� 第１２条の規定に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について報告
を求めること。

� 第１３条第１項又は第２項の規定に基づき、改善に必要な措置を命ずること。
� 第１４条第１項の規定に基づき、計画の認定を取り消すこと。
� 第１４条第２項の規定に基づき、計画の認定を取り消した旨を通知すること。
� 第１５条の規定に基づき、必要な助言及び指導を行うこと。
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この訓令は、平成２１年６月４日から施行する。

告 示

北海道告示第４０３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２１年５月２１日、南
長沼土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２１年６月２日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４０４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、平成２１年５月２２日、神
竜土地改良区の行う土地改良（維持管理）事業の土地改良事業計画の変更を認可した。
平成２１年６月２日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４０５号

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第６２条第３項の規定により、次のとおり国が売り渡すべ
き土地等に係る土地配分計画を公示する。
「次のとおり」は、省略し、その土地配分計画の予定売渡口数及び予定売渡面積は、北海
道農政部農業経営局農地調整課に備え置いて縦覧に供する。
なお、「次のとおり」については、北海道のホームページ（http : //www.pref.hokkaido.lg.jp/）
から閲覧することができる。
平成２１年６月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
区 分 所 在 地 地 区 名
空知支庁 知事作成分 幌加内町 幌加内原野
十勝支庁 同 更 別 村 更 別
根室支庁 同 別 海 町 上 風 連
同 同 同 矢臼別第１
同 同 同 西春別第３
同 同 中標津町 計 根 別

北海道告示第４０６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項において準用する同法第８条第１

項の規定により、鹿追町の行う土地改良（東瓜幕地区農山漁村活性化プロジェクト支援交付
金［交換分合附帯農道等整備］（農業用道路））事業の土地改良事業計画の変更の協議につ
いて審査の結果、適当と決定した。
その関係書類は、北海道十勝支庁に備え置いて、平成２１年６月３日から２０日間、一般の縦
覧に供する。
平成２１年６月２日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４０７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２１年６月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 二海郡八雲町熊石鮎川町４５８の１・熊石大谷町４の１・

５の１（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）、
熊石鮎川町４５９の１

２ 指 定 の 目 的 魚つき
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島支庁産
業振興部林務課及び八雲町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４０８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２１年６月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

茅部郡森町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
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３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
森町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島支庁産
業振興部林務課及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４０９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２１年６月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
山越郡長万部町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
長万部町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

山越郡長万部町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

山越郡長万部町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 干害の防備

� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

長万部町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島支庁産

業振興部林務課及び長万部町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４１０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道札幌土木現業所に備え置いて、告

示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２１年６月２日

北海道知事 高 橋 はるみ

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 文珠砂川線 砂川市晴見１条北９丁目８４番１地先から 平成２１．６．２

砂川市晴見１条北９丁目８２番１地先まで

北海道告示第４１１号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第
４９条の規定により、次のとおり告示する。
その関係図面は、北海道札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成２１年６月２日

北海道知事 高 橋 はるみ

北 海 道 公 報 第
��号 ３平成２１年６月２日（火曜日）



１ 河 川 の 名 称 一級河川石狩川水系篠津川
２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成２１年６月２日
３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置
（左岸）石狩郡新篠津村７９３２番２地先
（右岸）同村３７番１地先から同村８２番１地先まで、同村１０８５番１地先から同村９１番１地

先まで及び同村９１番２地先から同村９１８番３地先まで
４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 １４，８３９．５５�

北海道告示第４１２号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。
平成２１年６月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項泊村漁業協同組合の事項を次のように改める。
古宇郡漁業協同組合 平成２１．４．１ 古宇郡漁業協同組合
２ 売りさばき人の項神恵内村漁業協同組合の事項を削る。

道 立 教 育 研 究 所 告 示

北海道立教育研究所告示第１０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年６月２日

北海道立教育研究所長 穂 積 邦 彦
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
北海道教育情報通信ネットワーク（ほっかいどうスクールネット）ヘルプデスク運用管
理業務 一式
２ 落札を決定した日
平成２１年３月２５日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 日本電気株式会社
� 住 所 東京都港区芝５丁目７番１号
４ 落札金額
９６，７６８，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年２月１３日付け北海道立教育研究所告示第２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道立教育研究所
� 所在地 江別市文京台東町４２番地

北海道立教育研究所告示第１１号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２１年６月２日

北海道立教育研究所長 穂 積 邦 彦
１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量
電子計算機の賃貸借 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２１年４月１日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 日本電子計算機株式会社
� 住 所 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号
４ 随意契約に係る契約金額
５０，０４４，６８０円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第２号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 氏 名 北海道立教育研究所
� 住 所 江別市文京台東町４２番地

北海道立教育研究所告示第１２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年６月２日

北海道立教育研究所長 穂 積 邦 彦
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
オンライン実習機器更新に係る賃貸借 一式（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日

４北 海 道 公 報 第
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平成２１年５月８日
３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 日本電子計算機株式会社
� 住 所 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号
４ 落札金額
１，１４７，６５０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年３月２７日付け北海道立教育研究所告示第７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道立教育研究所
� 所在地 江別市文京台東町４２番地

北 海 道 公 報 第
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毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，１９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社

６北 海 道 公 報 第
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